
令和8年6月8日現在

https://www.niigata-daiei.shinkumi.jp

令和８年６月８日（月）～ 令和８年９月３０日（水）
３０億円（取扱総額に達した場合、取扱期間終了を待たず中止させて頂く場合があります。）

３年・５年（元利金・元金自動継続のお取扱いになります）

お取扱期間においておひとり様 ３，０００万円以内

個人、法人のお客様

※組合員は当組合に出資頂いている方です。定期預金と同時に出資申込も可能です。

現金、普通預金または定期積金からの振替、他金融機関からの振込によるお預入に限ります。

※令和8年6月8日以降に定期預金を解約し、一度、現金または普通預金に振り替えた後、

改めて本定期預金を作成することはできません。

適用金利は初回満期日迄とし、以降は自動継続時点の店頭表示金利が適用されます。

やむを得ず中途解約される場合、当組合所定の中途解約利率を適用させて頂きます。

令和１９年１２月３１日迄のお支払利息は、２０．３１５％の源泉分離課税となります。

法人は、総合課税となります。

障がい者等マル優のお取扱いは、窓口までお問い合わせください。

お取扱期間
お 取 扱 総 額

お 預 入 期 間

お 預 入 金 額

お 取 扱 対 象

お 預 入 条 件

適 用 金 利

期 限 前 解 約

課 税 方 法

組合員の方(ご家族含)

組合員以外の方

3年 5年

組合員の方 1.00％ 1.20％

組合員以外の方 0.70％ 0.90％

※ 金利環境変動により、適用金利を見直し或いは取扱期間終了を待たず新規取扱を中止させて頂く場合があります。
※ この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
※ 店頭に「商品概要説明書」をご用意しています。詳しくは、最寄りの本支店窓口までお問い合わせください。


